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◇都内には、約55万戸の公的住宅ストックがある。 

公的住宅の管理戸数  (平成26年3月末現在） 

（資料）東京都都市整備局 

（備考） ・都営住宅等には、改良住宅、再開発住宅、コミュニティ住宅、更新住宅、従前居住者用住宅、   

     福祉住宅、引揚者住宅及び小笠原住宅を含む。 

     ・区市町村住宅の公営は公営住宅、借上公営住宅の戸数で、その他は特定公共賃貸住宅、  

     特定優良賃貸住宅、改良住宅、区市町村単独住宅等の戸数。 

 

都営住宅等 

都民住宅 区市町村住宅 高優賃 
 

公社一般
賃貸住宅 

 

都市機構
賃貸住宅 

 

【計】 都施行 その他 公営 その他 都施行 区市施行 

総数 256,096 3,891 27,408 21,241 10,129 60 1,052 63,213 167,719 550,809 

（戸） 

公的住宅の状況 

都営住宅　・・・ 　公営住宅法（昭和26年制定）及び東京都営住宅条例に

基づき東京都が、低廉な家賃で設置・管理している。

　市場において自力では適正な水準の住宅を確保することが

困難な、住宅に困窮する低額所得者に供給

◇住宅別  
 ① 公営住宅 
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子育てに適した住環境の整備 公営住宅管理戸数の比較  

（資料）住宅基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数／総務省 

都道府県営 区市町村営 計 
都道府県県営：
区市町村営 

総世帯数 
（平成26年1月1日） 

公営住宅
／世帯数 

東京都 241,834 21,241 263,075 92:8 6,699,648 3.9% 

全国 923,407 1,234,029 2,157,436 43:57 55,952,365 3.9% 

東京都以外 681,573 1,212,788 1,894,361 36:64 49,252,717 3.8% 

◇総世帯に占める割合は、約４％で、東京都を除いた全国平均を上回る。 

※注 
  公営住宅法第2条第2号に定める公営住宅に該当する住宅数であり、 
 都営改良住宅、都営再開発住宅、特定公共賃貸住宅等は含まない。 

◇住宅別  

 ① 公営住宅 
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◇都営住宅ストック約26万戸のうち約11万戸は、昭和40年代以前に建設されており、順次建替えを進めてい 

る。 

(1960)            (1970)            (1980)            (1990)          (2000)            (2010) 

（資料）東京都都市整備局（平成26年3月末現在） 

昭和49年度まで 約11万戸 

都営住宅の状況 
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◇住宅別  
 ① 公営住宅 

 

■平成１５年度末管理戸数管理戸数 
 
■平成２５年度末管理戸数 
 
■平成２５年度末現在スーパーリフォーム実施済 
  住宅の戸数 

3 



建替えに伴う創出用地の提供 
◇住宅別  

 ① 公営住宅 

（出展）東京都長期ビジョン 
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• 公社一般賃貸住宅の建設年度別ストックの状況 

（資料）東京都住宅供給公社事業概要等より東京都都市整備局作成（平成26年3月31日現在） 

公社住宅の状況 
◇住宅別  
 ② 公社住宅 

◇公社一般賃貸住宅のストック約6万戸のうち約4.5万戸は、昭和39年度以前に建設されており、順次建替えを
進めている。 

昭和39年度まで 約1.4万戸 
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公社住宅における入居優遇制度 

区分 子育て世帯倍率優遇制度 
高齢者等優先申込制度 
（シルバーウィーク） 

子育て世帯等 
優先申込制度 

（ファミリーウィーク） 

募集方法 新築募集（抽選方式） あき家先着順募集 あき家先着順募集 

制度概要 
当選確率を通常の区分と比べて
５倍に優遇  

高齢者世帯等のみが申込みでき
る優先期間(募集公開開始から７
日間)を設定 

子育て世帯等のみが申込みでき
る優先期間（募集公開開始から７
日間）を設定 

対象住宅 
建替え後の新築住宅で居室が２
室以上ある住戸 

エレベーターが設置されていな
い住宅の１階または２階の住戸 

区内に所在し、区立の小・中学校
や公園等が近隣にあるなど子育
てに適した環境にある住宅で居室
が２室以上ある住戸 

対象世帯 

・小学校修了前の子と同居し、 
 かつ扶養している世帯  
・満20歳未満の子と同居し、かつ 
 扶養している方で配偶者が 
 いない世帯 
・妊娠している方がいる世帯 

・65歳以上の高齢者がいる世帯 
・心身障がい者がいる世帯 
・長期疾病等による歩行困難者
がいる世帯 
・妊娠している方がいる世帯  
・５歳未満の幼児がいる世帯 

・小学校修了前の子と同居し、 
 かつ扶養している世帯 
・満18歳未満の子２人以上と同居 
 し、かつ扶養している世帯 
・満20歳未満の子と同居し、かつ 
 扶養している方で配偶者がいな 
 い世帯 
・妊娠している方がいる世帯 
・65歳以上の高齢者がいる世帯 
・心身障がい者がいる世帯 

◇住宅別  
 ② 公社住宅 
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管理開始年代別管理戸数 全国のＵＲ賃貸住宅の分布 

ストック全体 746千戸 

（平成26年度末現在） 

エリア 団地数 戸数

首都圏（東京・埼玉・千葉・神奈川・茨城） 886 416,780

中部圏（愛知・静岡・岐阜・三重） 135 57,735

近畿圏（大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良・和歌山） 425 207,460

九州圏（福岡・長崎・熊本・宮崎・鹿児島） 171 48,048

その他 75 16,190

計 1,692 746,21344千戸 

319千戸 

156千戸 

67千戸 63千戸 
7千戸 

124千戸 

12千戸 
45千戸 

32千戸 
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100千戸 

150千戸 
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350千戸 

昭和30年代 昭和40年代 昭和50年代 昭和60年～ 

平成6年 

平成7年～ 

平成15年 

平成16年～ 

建替による 

用途廃止戸数 
建替による 

新規供給戸数 前半107千戸 後半49千戸 

ＵＲ賃貸住宅ストックの現状（全国） 
◇住宅別  

 ③ ＵＲ賃貸住宅 

◇ＵＲ賃貸住宅ストックは、昭和30年代以降の経済成長、大都市への人口集中を背景として、 時々の社会 

経済情勢や住宅・都市政策を反映して団地の規模や立地条件、住宅の規模や設備水準等が極めて多岐に 

わたっており、老朽化しているものも少なくない。 

ストック全体（全国） 746千戸 

7 （資料）ＵＲ都市機構提供 
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昭和61年 平成19年12月 

用途転換 

（敷地整備型・建物譲渡型） 

土地所有者等への譲渡、返還等 

  ・敷地の高度利用 

  ・居住水準の向上 
 

 を目的として実施 

 

 

 Ｓ30年代に供給された 

 団地を対象 

建替事業 

⇒ 建替後住宅への
戻り入居が基本 

全面建替事業 

一部建替事業 

既存住宅はすべて
除却 

複合型団地再生 

集約型団地再生 
⇒ 団地内の既存住宅

への移転が基本 

既存住宅を活用 

団地再生事業 

ＵＲ賃貸住宅以外

の用途として活用 

ＵＲ団地の再生事業 
◇住宅別  

 ③ ＵＲ賃貸住宅 

（資料）ＵＲ都市機構提供 

 



 

 

 

 

◇同一需給圏等のエリアで、人口動向、需要動向等を勘案の上、立地条件、ストック量、ストック構成（住戸 
規模・築年数・家賃帯等）等を分析し、再生・活用の方向性を策定（平成19年12月） 

 《改善等の取組み》 

 ①既存の住宅を時代のﾆｰｽﾞに合わせるため、立地・特性に応じて住戸内（間取り・設備等）、住棟共用部（ｴﾝﾄﾗﾝｽ・共用廊下等）、屋外環境等を改善 

 ②高齢者や子育て世帯等が安心して住み続けられるよう、バリアフリー化を推進 

 ③公共団体、地域の民間事業者・NPO法人等と連携し、高齢者支援や子育て支援サービスに係る施設を積極的に誘致 

  UR賃貸住宅ストック（約７７万戸（平成18年度末現在））を居住者の居住の安定を十分確保しつ
つ、平成30年度までに、約10万戸の再編に着手し、約 5万戸のストックを削減、平成60年頃まで
に、現在のストックの概ね３割を削減する。 

エリア毎の再生・活用の方向性に沿って、全団地の団地別整備方針を策定（平成20年2月） 

ＵＲ賃貸住宅ストック再生・再編方針 
◇住宅別  

 ③ ＵＲ賃貸住宅 

（資料）ＵＲ都市機構提供 

 

【団地の類型の考え方】                                                       （平18年度末） 

団地の類型 全国（都内） 再生・再編の考え方 

 団地再生 

約16万戸（２万戸） まちづくりにより団地を再生 

全面建替え 約４万戸（0.7万戸） 団地を全面的に建替え 

一部建替え 約４万戸（1.0万戸） 団地の一部の建替えを予定し、一部の既存住宅を改善 

集   約 約８万戸（0.3万戸） 団地の集約化に併せて、一部の既存住宅の改善 

 ストック活用 約57万戸（14万戸） 既存住宅の改善 

 用途転換 約１万戸（０） 団地全体をUR賃貸住宅以外の用途へ転換 

 土地所有者等への譲渡、返還等 約３万戸（0.7万戸） 全面借地方式市街地住宅を譲渡等、特別借受賃貸住宅を返還 
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ＵＲ賃貸住宅の建設年度別ストックの状況 
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◇都市機構賃貸住宅のストック約17万戸のうち約７．６万戸は、昭和40年代以前に建設されており、順次建替 

えを進めている。 

（資料）都市再生機構データより東京都都市整備局作成（平成27年3月31日現在） 

昭和49年度まで 約7.6万戸 

(1955-1964)             (1965-1974)              (1975-1984)             (1985-1994)                  (1995-) 

都市機構賃貸住宅の建設年度別ストック 

◇住宅別  

 ③ ＵＲ賃貸住宅 
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 平成２３年４月の「高齢者住まい法」改正により、サービス付き高齢者向け住宅登録制度を創設    

   （住宅施策と福祉施策の連携を強化） ※事業者は、都道府県へ住宅を登録 

 ケアの専門家が少なくとも日中建物に常駐し、緊急時対応サービス、安否確認サービス及び生活相談サ
ービスの提供がなされるバリアフリー構造の賃貸住宅 

 入居者の要件は原則６０歳以上（要介護度等の要件なし） 

○ 民間事業者の積極的な
参入により、登録戸数は
順調に増加 

○ 約６割の住宅が、医療・
介護事業所を併設 

○ 入居者の特徴     

・平均年齢        ８２歳     

・平均要介護度  １．６    

・８割以上が単身で入居 

サービス付き高齢者向け住宅とは 

サービス付き高齢者向け住宅の戸数 
◇住宅別  
 ④ サービス付き 
   高齢者向け住宅 
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（資料）東京都都市整備局作成 11 



サービス付き高齢者向け住宅の戸数（区市町村別） 
◇住宅別  
 ④ サービス付き 
   高齢者向け住宅 

 

（戸） 

◇整備戸数9,681戸（平成27年３月31日現在） 

◇区市町村によって整備戸数に偏りがある。 

（資料）東京都都市整備局作成 12 
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○「高齢者向け住宅における生活支援サービス提供のあり方指針」の遵守【福祉保健局】（平成21年～） 

  ・ 高齢者向け住宅で提供される生活支援サービスについて、指針に基づき、サービス契約を入居者と交わす際の
留意点や提供すべきサービスの内容等について、事業者が提供するサービスの質を担保。 

○サービス付き高齢者向け住宅の登録閲覧制度【都市整備局】（平成23年～） 

  ・ バリアフリー構造等を有し、安否確認サービス、緊急時対応サービス、生活相談サービス等が提供される 

    住宅を登録し、高齢者に広く情報提供。 

  ・  登録戸数:9,681戸 (平成26年度末) 

○サービス付き高齢者向け住宅の登録基準の緩和【都市整備局、福祉保健局】（平成23年～） 

  ・ 既存建物を改修する場合の住戸面積や住宅に常駐するケアの専門家の資格基準を緩和。 

○サービス付き高齢者向け住宅の整備【都市整備局】（平成23年～） 

  ・ 医療・介護サービス事業所との連携等の要件を満たすサービス付き高齢者向け住宅を整備する事業者に対し、整
備費を直接補助。 

  ・ サービス付き高齢者向け住宅を整備する事業者に対し整備費等を補助する区市町村へ都が間接補助を実施。 

○一般住宅を併設したサービス付き高齢者向け住宅整備事業【都市整備局】（平成26年～） 

  ・ サービス付き高齢者向け住宅の整備に合わせ、一般住宅を併設し、居住者がつながりを保ちながら生活できる住
まいの整備を促進。 

  ・ 交流施設での居住者等のふれあいを促進する工夫や仕組みについて提案等をした事業者に対し、整備費等を補
助。 

サービス付き高齢者向け住宅に関するこれまでの取組 
◇住宅別  
 ④ サービス付き 
   高齢者向け住宅 
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     サービス付き高齢者向け住宅の整備等のあり方に関する検討会 中間とりまとめ概要 

                          （国土交通省・厚生労働省 H27.4.15公表） 

◇住宅別  
 ④ サービス付き 
   高齢者向け住宅 

（出典）サービス付き高齢者向け住宅の整備等のあり方に関する検討会 中間とりまとめ概要／国土交通省 14 



     サービス付き高齢者向け住宅の整備等のあり方に関する検討会 中間とりまとめ概要 

                          （国土交通省・厚生労働省 H27.4.15公表） 

◇住宅別  
 ④ サービス付き 
   高齢者向け住宅 

（出典）サービス付き高齢者向け住宅の整備等のあり方に関する検討会 中間とりまとめ概要／国土交通省 15 
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子育てに適した住環境の整備 

（資料）平成25年住宅・土地統計調査／総務省 

借家世帯の年間収入 

収入階級別の借家世帯（東京都） 

生活保護（住宅扶助）の被保護世帯数の推移（東京都 年度月平均） 

（資料）平成10年～平成25年住宅・土地統計調査／総務省 

◇借家世帯の半数以上は、年間収入が400万円までの世帯である。 
◇借家世帯数のうち、年間収入が400万円までの世帯数が増加している。 

収入階級別の借家世帯数の推移（東京都） 
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◇住宅別  
 ⑤ 民間住宅 
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家賃別民間借家数（東京都） 

木造 非木造 

77,174 

157,118 

54,052 

114,035 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

借家計 公営 公団・公社※ 民営 給与住宅 

東京都(平成25年) 全国(平成25年) 

住宅の耐震化の状況 
民間賃貸住宅の状況 面積・賃料 

  

民営借家の面積別戸数割合（東京都・全国） 借家形態別家賃（東京都・全国） 

約1.4倍 

(円) 

（備考）上記は、民間専用借家の家賃別戸数      （資料）平成25年住宅・土地統計調査（総務省）に基づく推計／都市整備局 

（資料）平成25年住宅・土地統計調査／総務省 

（備考）借家は民間専用借家 公団には都市再生機構を含む 

（資料）平成25年住宅・土地統計調査／総務省 

(戸) 

◇東京都の借家は全国と比べて、面積は狭く、家賃は高い状況となっている。 
◇一方、7万円未満の民間賃貸住宅も95万戸と比較的低廉な家賃の借家も一定数存在している。 
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[全242万戸] 
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（計95万戸） 

5～7万円未満 5万円未満 

◇住宅別  
 ⑤ 民間住宅 
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Ｈ１０ Ｈ１５ Ｈ２０ Ｈ２５ 

家賃別 民間借家の戸数変化  

（資料）平成１0年～平成25年住宅・土地統計調査／総務省 

※民間借家（専用住宅） 

（円） 

◇平成20年以降、家賃が7万円未満と家賃が12万以上の民間借家（専用住宅）で増加の傾向がみられる。 
◇家賃が7万円以上10万円未満は、概ね横ばいとなっている。 

（万戸） 

◇住宅別  
 ⑤ 民間住宅 

18 



▲ 3 

▲ 2 

▲ 1 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

～
1
0
,0

0
0
 

1
0
,0

0
0
 

～
2
0
,0

0
0
 

2
0
,0

0
0
 

～
3
0
,0

0
0
 

3
0
,0

0
0
 

～
4
0
,0

0
0
 

4
0
,0

0
0
 

～
5
0
,0

0
0
 

5
0
,0

0
0
 

～
6
0
,0

0
0
 

6
0
,0

0
0
 

～
7
0
,0

0
0
 

7
0
,0

0
0
 

～
8
0
,0

0
0
 

8
0
,0

0
0
 

～
9
0
,0

0
0
 

9
0
,0

0
0
 

～
1
0
0
,0

0
0
 

1
0
0
,0

0
0
 

～
1
1
0
,0

0
0
 

1
1
0
,0

0
0
 

～
1
2
0
,0

0
0
 

1
2
0
,0

0
0
～

 

（万戸） 

H20-H15 H25-H20

家賃別 民間借家の戸数増減  

（資料）平成１5年～平成25年住宅・土地統計調査／総務省 

※民間借家（専用住宅） 

◇戸数増減は、6万円未満の民間借家の増加が顕著となっている。 
◇7万円以上の民間借家は、平成20年から平成25年の間より戸数の増加が少ない。 

（円） 

◇住宅別  
 ⑤ 民間住宅 
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家賃７万円未満の民営借家の増減 

（資料）平成20・25年住宅・土地統計調査／総務省 

◇家賃７万円未満の民間借家は、区部で11.3万戸増加している。 
◇主に都心周辺部及び練馬区で増加している。 

家賃７万円未満の民営借家の増減率（区部） 
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◇住宅別  
 ⑤ 民間住宅 
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民営借家の建築時期別ストックの増減・民間賃貸住宅の着工状況 

（資料）平成20・25年住宅・土地統計調査／総務省 

◇民営借家（木造）は旧耐震基準のストックが減少している。 
◇平成22年以降、着工戸数は増加しているが、平均床面積は４０㎡程度と大きな変化はない。 
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◇住宅別  
 ⑤ 民間住宅 
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各居住支援制度の概要 

◇家賃債務保証制度 ＜（一財）高齢者住宅財団＞  

高齢者世帯等が賃貸住宅に入居する際に、財団が入居中の家賃債務等を保証し、連帯

保証人の役割を担うことにより、入居を支援する制度です。 

○ 対象住宅 

   財団と家賃債務保証制度の利用に関する基本約定を締結している賃貸住宅 

  ○ 対象世帯 

高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯、外国人世帯、解雇等による住居退去者世帯 

  ○ 保証の対象、保証限度額 

保証の対象 保証限度額 

（１）滞納家賃（共益費・管理費を含む） 月額家賃の 12 ヵ月分に相当する額 

（２）原状回復費用および訴訟費用 月額家賃の 9 ヵ月分に相当する額 
 
  ○ 保証料 

2 年間の保証の場合、月額家賃の 35％ 

◇あんしん居住制度 ＜（公財）東京都防災・建築まちづくりセンター＞  

以下のサービスにより、住み慣れた住宅、住み続けたい地域でのあんしん生活を支え

る制度です。 

（１）見守りサービス 住宅に設置する「生活リズムセンサー」「緊急通報装置」

「携帯用ペンダント」により 24 時間安否を見守ります。 

（２）葬儀の実施 亡くなった場合に、死亡診断書の提出、火葬（埋葬）許

可書の受理および火葬を致します。 

（３）残存家財の片付け 亡くなった後に、住宅内に残された家財（貴重品以外）

の片付けを行います。 

 ⇒高齢者等とその家族、大家さんなどの不安を解消します。 

※ これらのサービスは、単独でも、それぞれのサービスを組み合わせても利用できます。 

※ 料金については、預かり金タイプ（一括払い）のほかに月払いタイプがあります（要件あり）。 

◇都民の世帯状況等別 
 ④ 住宅確保に配慮を 
   必要とする世帯 

◇住宅別  
 ⑤ 民間住宅 
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◇生活福祉資金の貸付 ＜（社福）東京都社会福祉協議会＞ 

◇東京シニア円滑入居賃貸住宅情報登録・閲覧制度 ＜東京都都市整備局）＞  

◇都民の世帯状況等別 

 ④ 住宅確保に配慮を 
   必要とする世帯 

各居住支援制度の概要 
◇住宅別  
 ⑤ 民間住宅 

低所得世帯や障害者世帯、高齢者世帯に対して、福祉資金等の貸付と必要な相談支援

を行っています。 

また、失業等により日常生活全般に困難を抱えた世帯の生活の建て直しのために、継

続的な相談支援と生活費及び一時的な資金の貸付を行う「総合支援資金」があります。

「総合支援資金」では、必要に応じ、住宅入居金（敷金、礼金等）なども貸付の対象と

なります。 

※ 資金の貸付相談、申込みは区市町村社会福祉協議会で行っています。 

高齢者の入居を拒まない賃貸住宅を登録し、高齢者等に紹介する、都独自の制度です。 
（（公財）東京都防災・建築まちづくりセンターが、本制度の登録業務等を実施） 

（主な登録基準） 

規 模・ 

設 備 

各専用部分に、台所、水洗便所、洗面設備を備えたものであること。 

ただし、共用部分に共同して利用するため台所、水洗便所及び洗面設備を備えることにより、

適切な居住環境が確保される場合には、各戸に備えずとも可。 

契 約 

関 係 

家賃等の前払金を受領する場合は、 

・前払金の算定基礎、返還義務の金額の算定方法が明示されていること。 

・返還債務を負うことになる場合に備え、前払金に対し、必要な保全措置を講じること。 

その他 生活支援サービスの提供を行う場合は、「生活支援サービスの附帯した高齢者向け住宅におけ
るサービス内容届出・公表事業実施要領」に基づく届出を行うこと。 

※ 都のサービス指針に基づく面積（一住宅に複数人が生活する場合、各人の専用の居室

（7.43 ㎡（和室であれば 4.5 畳）以上））が確保されていること。 

※ 老人福祉法の規定に基づき、有料老人ホームの届出が必要となる場合がある。 
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◇平成25年において住宅ストック数は約735万戸、総世帯数は約650万世帯となっている。 
◇空き家数は約82万戸であり、空き家率は平成10年からほぼ横ばいである。 

（資料）平成２５年住宅・土地統計調査／総務省 

空き家数の推移（東京都） 住宅ストック数、世帯数、空き家率の推移（東京都） 
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（万戸） 

（年） 

賃貸・売却用 賃貸用 

売却用 二次的住宅(別荘等) 

長期不在・取壊し予定 内訳不明 

4.1 
6.7 

12.4 

21.3 

34.2 
39.5 41.1 

52.7 

62.4 
66.5 

75.0 

81.7 

空き家の状況 
◇住宅別  
 ⑤ 民間住宅 
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賃貸用 その他（居住世帯が長期不在等（※）） 

二次的住
宅 

（別荘等） 
売却用 

戸建 長屋建 

共同住宅 

その他 戸建 長屋建 

共同住宅 

その他 

木造 非木造 木造 非木造 

腐朽・破損なし 1.1万戸 0.7万戸 10.1万戸 37.0万戸 0.1万戸 4.9万戸 0.3万戸 0.9万戸 4.7万戸 0.2万戸 1.0万戸 4.6万戸 

腐朽・破損あり 10.9万戸 4.2万戸 0.2万戸 0.8万戸 

合計 59.8万戸 15.2万戸 1.2万戸 5.4万戸 

空き家の状況 

都内の活用可能な空き家 

（資料）平成25年住宅・土地統計調査/総務省 

（※）転勤・入院などのため居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅など  

＜空き家総数 81.7万戸の内訳＞ 

賃貸用 
計４９．０万戸 

長期不在等 
計１１．０万戸 

◇平成25年の東京都の空き家総数81.7万戸のうち、活用可能と想定される「腐朽・破損なし」の空き家数は 

65.6万戸である。 
◇活用可能な空き家は、賃貸用の住宅が多い。 

（65.6万戸） 

（16.1万戸） 

（81.7万戸） 

◇住宅別  
 ⑤ 民間住宅 

25 



賃貸用の空き家の状況 

（資料）平成20・25年住宅・土地統計調査/総務省 

◇賃貸用の空き家（腐朽・破損なし）は約１０万戸増加し、なかでも、共同住宅（非木造）の増加が大きい。 

1.0 

1.1 

0.6 

0.7 

9.1 

10.1 

30.0 

37.0 

0 10 20 30 40 50 60

Ｈ20(40.7万戸） 

Ｈ25(49.0万戸) 

戸建 長屋建 共同住宅（木造） 共同住宅（非木造） その他 

賃貸用の空き家の建て方別住宅数の推移（腐朽・破損なし） 

（万戸） 

◇住宅別  
 ⑤ 民間住宅 

0.1 
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 空き家の利用状況・所有者の意向（全国） 

（資料）平成25年住生活総合調査速報集計 国土交通省 

◇現住居以外に所有・賃貸している住宅がある世帯の22.9%は、その住宅を「空き家」にしている。 
◇空き家の建築時期は、昭和55年以前の割合が全体の約2/3を占める。 
◇空家の今後の活用意向は「空き家のままにしておく」が、約半数。 

＜現住居以外に所有・賃借している住宅がある世帯＞ 

＜現住居以外に所有・賃借している住宅の利用状況＞ 

＜空き家等の建築時期＞ 

＜空き家の管理状況及び建物の状態＞ 

◇住宅別  
 ⑤ 民間住宅 
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空き家を活用した住宅確保用配慮者の居住の安定確保（国）  
◇住宅別  
 ⑤ 民間住宅 

（出展 「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」（平成27年2月26日付け総務省・国土交通省告示第1号） 【参考資料】） 
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円滑な入居に向けた区市町村の取組① 

◇民間賃貸住宅への入居にあたり、定住などを目的に、１４区7市で家賃補助を実施 

区市名 
 家賃助成の対象者・世帯 

高齢者 障害者 ひとり親 子育て その他 備考 

 千代田区 ○ ○ ○ ○ ○ 新婚世帯 

 港区 ○ ○ ○       

 新宿区 ○ ○ ○ ○ ○ 学生・勤労単身者 

 文京区 ○ ○ ○       

 台東区     ○  ○     

 品川区 ○           

 目黒区 ○ ○ ○ ○     

 大田区 ○ ○ ○       

 渋谷区 ○ ○ ○ ○ ○ 
新婚世帯、単身世帯、二人世帯（夫婦世帯、ひとり
親世帯）、三人以上世帯（子育て世帯） 

 豊島区 ○ ○ ○ ○ ○ 50歳以上の単身世帯 

 北区       ○     

 荒川区 ○           

 練馬区 ○           

 江戸川区 ○ ○ ○       

 武蔵野市   ○ ○       

 府中市   ○         

 日野市 ○           

 東村山市     ○       

 国立市 ○ ○ ○       

 福生市 ○           

 東久留米市 ○ ○ ○       

※ ※ 

※ ※ 

※ 新規募集なし 

（平成26年1月都市整備局調べ） 

◇区市町村等の取組 
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（平成26年1月都市整備局調べ） 

円滑な入居に向けた区市町村の取組② 

「あんしん居住制度」利用料への助成 本人の費用負担により、高齢者の見守りや万一の場合の葬儀の実施、残存家 

                                     具の片付けを行う制度 

○ 取組事例                                                     
   千代田区：見守りサービスの利用料に対する助成（利用料の半額） 
   中央区 ：見守り、葬儀の実施、残存家財の片付けのサービス利用料や事務手数料の助成（利用料の半額など）  

家賃債務保証制度 高齢者世帯等への保証会社のあっ旋などにより、民間賃貸住宅への円滑な入居を支援する制度 

○ 取組事例                                                  

◇区市町村等の取組 

区市 概  要 協定の締結先 

新宿区 単身世帯 36,000円、2人以上の世帯 45,000円を上限に助成 （財）高齢者住宅財団、 
日本セーフティー㈱ 
フォーシーズ㈱ 

葛飾区 初回保証料3万円を限度に助成 （財）高齢者住宅財団 

江東区 初回保証料2万円を限度に助成 日本セーフティー㈱ 

目黒区 家賃の滞納が生じた場合、区が家主に家賃（上限6か月分）を支払う 無し 

板橋区 日本セーフティー㈱、フォーシーズ㈱と協定を締結 区の助成はなし 日本セーフティー㈱、
フォーシーズ㈱ 

三鷹市 初回保証料2万円を限度に助成 （一社）賃貸保証機構 
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 住宅確保要配慮者（低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を育成する家庭その他住宅の確
保に特に配慮を要する者）の民間賃貸住宅への円滑な入居を促進するため、地方公共団体や不動産
関係団体、居住支援団体が連携し、住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対し、住
宅情報の提供等の支援を実施   ※根拠法令：住宅セーフティネット法（H19.7)第10条第1項 

◎ 居住支援協議会の設立状況 
              （平成26年4月14日現在） 
 ○ 全国で42協議会 
  （内訳） 
   ・32道県（愛知県、神奈川県、埼玉県など） 
   ・10区市（福岡市、熊本市、神戸市など） 
    ※都内では、３区 
    （江東区［H23.9］、豊島区［H24.7］、板橋区［H25.7］） 

 
 ○居住支援に関する情報を関係者間で共有し、密接な連携の上で、必要な支援策について協議する。 
   ⇒ 行政だけで解決できなかった課題を地域の団体と協働して解決することが期待できる。 
 ○協議を踏まえ、住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対し必要な支援を実施する。 

目的 

役割 

居住支援協議会

居住支援団体
NPO

社会福祉法人等

不動産関係団体
宅建業者

賃貸住宅管理業者

家主等

地方公共団体
（住宅・福祉部局）

都道府県

区市町村

連携 連携

住宅確保要配慮者に必要な支援を協議・実施

連携

 
 
 
 
 
 
 
 

居住支援協議会とは 

「東京都居住支援協議会」の設立（平成26年６月25日） 

居住支援協議会の取組 
◇区市町村等の取組 
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東京都居住支援協議会 

【メンバー】 
◇不動産関係団体 
◇居住支援団体 
◇賃貸住宅事業者 
◇都市整備局・福祉保健局 
  

【基本的役割】  
広域的自治体である都は、区市町村による協議会の 
設置促進・活動支援や、広く都民等への啓発活動を 
実施  

 
 
 
 
 
 
 
 

区市町村の居住支援協議会 

【基本的役割】  

地域に身近な基礎的自治体である区市町村が、
自ら居住支援協議会を設立し、住宅確保要配慮
者への支援に係る具体的な取組を実施    

【平成２６年度の活動予定】 
◇セミナーの開催 
  ⇒「区市町村」「居住支援団体」「家主・不動産管理業 
   者等」のそれぞれを対象に、年数回実施 

◇他協議会等の活動事例調査 
  ⇒居住支援の活動事例を詳細に調査し、課題の抽出 
   と活動のヒント集（仮称）のとりまとめ 

◇パンフレットの作成              など 

住宅確保要配慮者に対して、地域の実情に応じたきめ細やかな支援を行うためには、 
区市町村が中心となり関係団体やＮＰＯ等と連携して取り組むことが重要 

※区市町村については、 
 協議会設立済又は 
 設立検討中の自治体が 

 オブザーバー参加  

設
立
促
進 

・ 
活
動
支
援 

＜ 区市町村協議会での取組事例 ＞ 
◆江東区（居住支援協議会） 
 ○高齢者への民間賃貸住宅あっせん事業 
   ⇒不動産関係団体の協力により、空き室 
    の情報提供・相談窓口の設置など 

◆豊島区居住支援協議会 
 ○居住支援モデル事業 
   ⇒居住場所に困っている方などに対し、 
    空き家・空き室等の活用や民間賃貸住 
    宅等への円滑な入居を推進するための 
    支援活動等を行うグループに、その事業 
    の実施に要する費用を助成 
◆板橋区居住支援協議会 
 ○シンポジウムの開催 
   ⇒基調講演やパネルディスカッション、 
     ＰＲコーナーでの相談など 

  

◇区市町村等の取組 

居住支援協議会の取組 
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 区市町村における居住支援協議会の設立状況 

◇都内の区市町村で居住支援協議会が設立されているのは、江東、豊島、板橋の３区となっている。（平成２７ 
年度は、八王子市と調布市等で設立予定） 

◇設立を予定していない理由は、「住宅確保要配慮者の住宅問題が顕在化していない」が約３割である。 

（資料）都市整備局調べ（平成27年５月） 

居住支援協議会の設立予定等 

設立予定時期 

設立予定がない理由（複数回答可） 

協議会設立済 3 

協議会の設立について、具体的に検討中 5 

協議会に関心があり、設立に向けた検討を行っている 16 

現時点で協議会設立の予定なし 38 

平成27年度 3 

平成28年度 4 

平成29年度以降 1 

未定 13 

6.5% 

30.6% 

19.4% 

16.1% 

1.6% 

1.6% 

6.5% 

12.9% 

17.7% 

0% 20% 40%

居住支援協議会がどのようなも

のか理解できない 

住宅確保要配慮者の住宅問題

が顕在化していない 

マンパワーが不足している 

財源が不足している 

住宅部門での理解が得られない 

福祉部門での理解が得られない 

協議会がなくても住宅確保要配

慮者の入居支援が図られている 

協議会がなくても福祉・不動産関

係団体等の連携が図られている 

その他 

◇区市町村等の取組 
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文京区すまいるプロジェクト 

 
 

◇高齢者、障害者、ひとり親等に対する住まいの確保と生活支援を家賃相場の高い都心で行う取組み。 
◇高齢者等が民間賃貸住宅に入居した場合、住宅オーナーに毎月謝礼を支払う。 
◇民間賃貸住宅の紹介は、区内の不動産の協力店が行う。 
◇入居者の生活支援は区内のシルバーピアのライフサポートアドバイザー（ＬＳＡ）が巡回して行う。 

◇その他 

ＬＳＡ配置切替

（Ｈ２７～２９）

安否確認サービス

生活相談サービス

借り上げ期間３０年（３棟２０戸）

Ｈ３３、３４に期間満了

住み替え費用助成

家賃差額助成

あんしん居住制度

葬式・残存家財処理費用等

保障費用補助

住み替えサポート

保証人機能・家賃滞納・

原状回復費用等に係る
債務補償費補助

住宅オーナー
や仲介業者の
不安を解消♪

文京区住まいの協力店制度
（住まいの協力店連絡会）

既存シルバーピア１０か所

〔９棟２０４戸＋ 都営１棟〕に配置

～地域包括ケアの充実～
地域の高齢者あんしん相談
センターと連携して入居者の
自立生活の継続支援

高齢者等住宅あっせん事業

住まいの協力店で直接住宅の

あっせんを行うため廃止

要介護２までの高
齢者の在宅生活を
サポート！

シルバーピアに配置されたＬＳＡがすまいる住宅や高齢者アパート入居者の生活指導や相談も担い在宅生活を支援

ライフプランセミナー事業

・ファイナンシャルプランナー
による老後の資金計画
・宅地建物取引主任者による
家賃相場

入居者

仲介業者

住宅オーナー

高齢者等の入居を拒まない住宅を登録し
成約した場合に謝礼あり

〇住み替え家賃助成

〇緊急通報装置設置

安否確認を週1回

プラス文京区オリジナル

加算！

〇バリアフリー加算

〇高齢者配慮加算
〇生きがい加算

〇事故補償加算 等

最大で
１万円 /月

入居制限を
受けやすい
高齢者・障害
者・ ひとり
親への住ま
いの確保策

借りたい人

住み替えたい人

戸建て住宅からマン

ションに住み替えたい

人の相談、あっせん

高齢者等の入居を
拒まない賃貸住宅を
探している人の相談、
あっせん

連携

連携

併用

補完

発展的解消

発展的解消

補完

LSAがいるなら

安心して貸せ

るね♪

ミドルシニアから
準備開始！

（中長期的廃止）

（既存事業）

（既存事業）

（新規事業）

（廃止）

現行 ワーデン制度（H27～29で廃止）

現行 高齢者賃貸住宅登録事業

（新規事業）

（レベルアップ事業）

（新規事業）

ＬＳＡはケアの専門家

住まいの協力店
ステッカー交付

：新規事業・レベルアップ事業

：廃止事業

：既存事業

併用

併用可

〇対象世帯

・高齢者（現行）

住宅オーナー謝礼

１万円 /月

不動産業界団

不動産業界団

住み替え相談会 地域で実施 （年４回）

ライフサポートアドバイザー事業

文京区すまいる住宅登録事業

高齢者アパート事業

住み替え家賃助成事業

入居支援事業

◇区市町村等の取組 
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◇住宅に困窮する高齢者等の不安を解消し、空き室等の有効活用が図られるとともに、高齢者等は住み慣れた 

地域での継続的な居住が可能 

（１）住宅に困窮する高齢者等へのアパートの空き室のあっせん（社団法人東京都宅地建物取引業協会杉並区 

支部へ委託） 

（２）安否確認の実施 

（３）仲介手数料の助成、保証会社を利用する場合の保証料の助成 

（４）葬儀の実施、残存家財等の撤去（社会福祉法人杉並区社会福祉協議会へ委託） 

    杉並区「住宅確保要配慮者への居住支援事業（平成26年度） 」 
◇区市町村等の取組 

35 （出展）東京都ホームページより 



  ＮＰＯの活動事例   

〇 ＮＰＯ法人ふるさとの会【低所得高齢者居住・生活支援】 

〇 ＮＰＯ法人ＳＡＨＳ【地域の場づくり、障害者支援】 
  （せたがやオルタナティブハウジングサポート） 

〇 ＮＰＯ法人コレクティブハウジング社【共同居住による互助】 

 
〇 ＮＰＯ法人リトルワンズ【シングルマザー等支援】 

設立：２００９年（２０１０年ＮＰＯ法人認証） 
母子家庭世帯の経済的自立を支援するとともに、社会的立場の 
確立を目指すため活動、セミナー等の外、居住支援等も実施 
※ 豊島区居住支援協議会モデル事業に採択 

設立：１９９０年（１９９９年ＮＰＯ法人認証） 
生活困窮者等に地域の中で安定した居住を確保することで尊厳の回復を支援、地
域生活支援、宿泊所、自立援助ホーム、就労支援等を実施 

設立：２０００年（２００１年ＮＰＯ法人認証） 
コレクティブハウジングを推進することで、相互互助による多様な暮らし方・生
き方を受止められる住環境づくりを推進 
※ 豊島区居住支援協議会モデル事業に採択 

設立：１９９６年（２０００年ＮＰＯ法人認証） 
世田谷区内等で地域の場づくり、住まいづくりとして、「まちのトイレ」、 
「地域共生の家」などのプロジェクトを展開 

 

◇区市町村等の取組 

◇都内のＮＰＯでは、様々な居住支援活動に取り組んでいる。 
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 現  状  

  世帯の種類・世帯数／主世帯における家族類型 

（資料）平成２５年住宅・土地統計調査／総務省 

住宅に居住している世帯 主世帯 6,472,600 世帯

同居世帯 19,400 世帯

住宅以外の建物に居住している世帯 1,300 世帯

世帯の種類・世帯数 

同居世帯の主に家計を支える者の年齢別／年間収入別世帯数 

主世帯における家族類型別世帯数 

298.9  

107.1  

177.8  

36.8  

26.7  

0 100 200 300 400

単独世帯 

夫婦のみ世帯 

夫婦・男親・女親と 

子供から成る世帯 

その他の世帯 

不詳 

（万世帯） 

300 

1,600 

3,100 

2,800 

1,500 

1,300 

400 

0 1,000 2,000 3,000 4,000

20代 

30代 

40代 

50代 

60代 

70代以上 

不詳 

（世帯） 

1,600  

2,700  

2,600  

2,600  

4,000  

2,900  

2,300  

600  

0 2,000 4,000 6,000

200万円未満 

200～300万円 

300～400万円 

400～500万円 

500～700万円 

700～1000万円 

1000万円以上 

不 詳 

（世帯） 

◇世帯別 

 ◎家族類型別の 
   住まいの現状 

◇住宅に居住している世帯は主世帯が約６４７万世帯、同居世帯が約２万世帯となっている 
◇主世帯のうち、単独世帯が299万世帯（46.2％）、夫婦・男親・女親と子供から成る世帯が178万世帯
（27.5％）、夫婦のみ世帯が107万世帯（16.6％）となっている 
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 現  状  

家族類型別住宅の所有関係／年間収入別世帯数 

（資料）平成２５年住宅・土地統計調査／総務省 

家族類型別住宅の所有関係 家族類型別年間収入別世帯数 

70.1 

10.3 

12.7 

0 100 200 300

単独世帯 

夫婦のみ世帯 

夫婦・男親・女親と 

子供からなる世帯 

（万世帯） 

200万円未満 200～300万円 300～400万円 400～500万円 

500～700万円 700～1000万円 1000万円以上 不詳 

79.9  

66.1  

116.5  

157.3  

28.9  

42.1  

0 100 200 300

単独世帯 

夫婦のみ世帯 

夫婦・男親・女親と 

子供からなる世帯 

（万世帯） 

持家 公営の借家 ＵＲ・ＪＫＫ 民営借家 給与住宅 

◇世帯別 

 ◎家族類型別の 
   住まいの現状 

◇単独世帯では民営借家が多く、夫婦のみ世帯、夫婦・男親・女親と子供からなる世帯では、持家が多くなっ 
 ている 
◇単独世帯では、年間収入200万円未満が70.1万世帯、夫婦のみ世帯では10.3万世帯、夫婦・男親・女親と子供 
 からなる世帯では、12.7万世帯となっている 
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1.0 

14.5 

30.7 

27.2 

22.5 

19.9 
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2.1 

1.6 

1.4 
1.8 
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1.3 

1.2 
1.0 

2.4 

3.2 

1.9 

1.3 

0.9 
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9.2 

9.2 

6.0 

3.2 

1.7 

1.6 

1.7 

1.0 

0 10 20 30 40 50

20代(4.4) 

30代(29.8) 

40代(48.4) 

50代(39) 

60代(29.6) 

70代以上(25.4) 

不詳(1.2) 

持家(116.5) 
公営借家(7.8) 
ＵＲ・ＪＫＫ(6.3) 
民営借家（木）(10.5) 
民営借家（非木造）(31.6) 
給与住宅(4.8) 

（万世帯） 

0.5 

4.2 

6.78 

7.92 

18.9 

26.95 

1.2 

3.0 

1.4 

1.9 

1.3 

0.9 

1.1 

1.2 

2.6 

7.6 

4.9 

2.9 

3.0 

2.3 

0 10 20 30 40

20代(3.7) 

30代(14.4) 

40代(13.7) 

50代(12.6) 

60代(25.7) 

70代以上(35.5) 

不詳(1.5) 

持家(66.1) 
公営借家(4.8) 
ＵＲ・ＪＫＫ(5.1) 
民営借家（木）(5.6) 
民営借家（非木造）(23.3) 
給与住宅(1.9) 

（万世帯） 

1.8 

3.8 

9.0 

10.1 

16.5 

32.4 

6.4 

0.4 

0.8 

2.6 

6.8 

1.5 

0.1 

0.6 

1.0 

1.1 

2.1 

3.8 

1.1 

7.9 

6.8 

5.8 

4.1 

6.1 

5.9 

3.1 

30.6 

26.5 

20.1 

12.6 

9.8 

7.5 

10.5 

3.3 

1.6 

1.5 

1.3 

0.2 

0.1 
1.3 

0 20 40 60

20代(43.8) 

30代(39.3) 

40代(37.9) 

50代(30.0) 

60代(37.3) 

70代以上(56.7) 

不詳(54.0) 

持家(79.9) 
公営借家(12.2) 
ＵＲ・ＪＫＫ(9.8) 
民営借家（木造）(39.8) 
民営借家（非木造）(117.5) 
給与住宅(9.3) 

（万世帯） 

 現  状  

家族類型別の主に家計を支えるものの年齢別世帯数 

（資料）平成２５年住宅・土地統計調査／総務省 

【単独世帯】 【夫婦のみ世帯】 【夫婦・男親・女親と子供からなる世帯】 

若年単身 

若年夫婦 

【子供が生まれる】 

【子供が 
 独立しない】 

【死別等】 

中高年単身 

◇世帯別 

 ◎家族類型別の 
   住まいの現状 

◇単独世帯は、70代以上が約60万世帯と最も多く、その６割弱（約32万世帯）が持家に居住している 
◇単独世帯では、20代の約９割、30代の８割強が民営借家に居住している 
◇夫婦のみ世帯は、年齢が上がるにつれ、持家が増加し、60代以上では７割を超えている 
◇夫婦・男親・女親と子供からなる世帯は、年齢が上がるにつれ、世帯数は減少するが、60代と70代以上で 
 約55万世帯となっている 
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子育て世帯 

高齢夫婦 
高齢単身 

高齢者の親と 
子の同居 



◇夫婦のみ世帯は、年収200万円未満の約５割、300万円以上の６割以上が持家となっている 
◇夫婦・男親・女親と子供からなる世帯の200万円未満では、持家と民営借家が約４割ずつで、年収が上が
るにつれ持家率が上がっている 

 現  状  

家族類型別の年間収入別世帯数 

（資料）平成２５年住宅・土地統計調査／総務省 

17.2 
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7.8 
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5.0 
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3.0 
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400～500万円(28.6) 
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給与住宅(9.3) 

（万世帯） 

【単独世帯】 【夫婦のみ世帯】 【夫婦・男親・女親と子供からなる世帯】 

4.7 
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持ち家(66.1) 公営の借家(4.8) 
ＵＲ・ＪＫＫ(5.1) 民営借家(28.9) 
給与住宅(1.9) 

（万世帯） 

5.1 

8.8 

11.2 

13.7 

24.8 

27.0 

25.4 

0.5 

2.4 

2.1 

1.6 

0.5 

0.9 

1.0 
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1.6 

0.8 
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300～400万円(21.3) 

400～500万円(22.3) 

500～700万円(36.9) 

700～1000万円(35.1) 

1000万円以上(30.7) 

不詳(1.2) 

持ち家(116.5) 公営の借家(7.8) 

ＵＲ・ＪＫＫ(6.3) 民営借家(42.1) 

給与住宅(4.8) 

（万世帯） 

◇世帯別 

 ◎家族類型別の 
   住まいの現状 
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低所得者の住まい等の状況 

◇全世帯のうち、年収300万円未満の世帯が29.5％となっている。 
◇主に家計を支える者の年齢が25歳未満の世帯は、年収300万円未満が89.6％となっている。 
◇主に家計を支える者の年齢が25歳以上45歳未満の世帯は、年収300万円未満が19.0％となっている。 
◇主に家計を支える者の年齢が45歳未満で、年収300万円未満では、民営借家が86％となっている。 

（資料）平成25年住宅・土地統計調査／総務省 

主に家計を支える者の年齢別・年間収入別世帯数 

0 20 40 60 80 100

100万円未満 

100～200万円 

200～300万円 

300～400万円 

400～500万円 

500～700万円 

700～1000万円 

1000～1500万円 

1500～2000万円 

2000万円以上 

（万世帯） 

25歳未満 25～34歳 35～44歳 

45～54歳 55～64歳 65歳以上 

高齢者世帯 

（別掲） 

約191万世帯 
29.5％ 

主に家計を支える者（45歳未満）の年間収入別世帯割合 
（不詳を除く） 

89.6% 

19.0% 

主に家計を支える者（45歳未満・300万円未満）の 

住宅の所有関係 

6.7% 

2.7% 

1.3% 

86.0% 3.4% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

45歳未満 

300万円未満 

(54.3万世帯） 

持家 公営の借家 ＵＲ・ＪＫＫ 民営借家 給与住宅 

◇世帯別 

 ① 低所得者等 

34.8% 

2.0% 

30.8% 

4.8% 

24.0% 

12.2% 

7.6% 

17.7% 

1.7% 

17.2% 

0.8% 

23.4% 

0.2% 

14.8% 7.9% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

25歳未満 

(24.2万世帯) 

25歳以上45歳未満 

(172.4万) 

100万円未満 100～200万円 200～300万円 300～400万円 
400～500万円 500～700万円 700～1000万円 1000万円以上 
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子育てに適した住環境の整備 

◇住宅扶助を受けている世帯は年々増加し、平成25年は約20万世帯となっている。 
◇被保護世帯の住まいは、民営借家が66.3％で最も高く、公営住宅が17.4％と続いている。 

（資料）福祉・衛生統計年報／東京都福祉保健局 

  生活保護（住宅扶助）被保護世帯数と住まいの状況 

66.3% 17.4% 

2.7% 

0.1% 

6.2% 

1.6% 

2.2% 
0.1% 

2.2% 

0.9% 

0.4% 
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民営借家 
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ＵＲ・ＪＫＫ 
給与住宅 
借間 
無料低額宿泊所 
簡易宿所等 
その他の宿泊所 
社会福祉各法に位置づけのある施設（無低除く） 
社会福祉各法に位置づけのない施設（住居の提供以外のサービス提供） 
その他（会社や学校の寄宿舎等） 

被保護世帯の住まいの状況（平成26年調査） 

（持家を除く） 

10.3  

14.4  14.8  15.2  
15.8  

17.6  

19.5  
20.9  

21.9  22.5  

8.2  

12.0  12.4  12.8  13.4  

15.0  

16.9  
18.4  

19.4  19.9  

0
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平成
12 
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（万世帯） 

被保護世帯数 住宅扶助 

被保護世帯の推移（住宅扶助世帯） 

（資料）生活保護受給世帯の居住実態に関する調査の集計結果／厚生労働省 
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 ① 低所得者等 



◇年齢階級別の被保護人員は、他の世代と比べ、70代以上と40代の増加が目立つ。 
◇高齢者世帯は、単身世帯では約５割、２人以上の世帯では約２割を占めている。 

（資料）平成25年 福祉・衛生統計年報／東京都福祉保健局 

生活保護の被保護人員の年齢・世帯の状況 

被保護人員（年齢階級別）の推移 被保護世帯数（世帯類型別） 

52.6%

21.7%

31.5%

21.6%

15.9%

28.5% 28.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

単身者世帯(178,240)

２人以上の世帯(46,126)
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◇雇用者（役員を除く）のうち「非正規の職員・従業員」は21.6万人・構成比35.7％となっている。 
◇20～39歳の有業者のうち、いずれの年齢階級にも20万人前後の非正規雇用の職員・従業員がいる。 
◇無業者数は、20～39歳で約82.4万人となっている。 

（資料）都民の就業構造（平成24年就業構造基本調査報告）／東京都総務局 

 現  状  

非正規雇用の状況 

雇用者数、雇用形態別非正規の職員・従業員数（役員を除く） 

雇用者に占める非正規の職員・従業員の構成比（役員を除く） 

375.1 344.2 369.8 389.6 

138.6 173.9 196.8 216.1 
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44.3%
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22.9 
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（万人） 
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1,146  1,171  1,121  1,025  
873  890  845  

0

500

1,000

1,500

登録者数の推移 
人数 

仕事はあるけど家がない ○TOKYOチャレンジネット【都事業】 

 住居を喪失し、第２のセーフティネットが利用できないインタネットカフェや漫画喫茶等で寝泊まりしながら不安定な就
労に従事する者（住居喪失不安定就労者）や離職者等に対して、サポートセンターを設置し、生活支援、居住支援、資
金貸付及び就労支援を実施。 
 

家賃を補助してもらいたい ○住居確保給付金【生活困窮者自立支援法（平成27年4月1日施行）】 

 

職や住まいに困窮する都民への支援  

＜利用者の状況等＞ 

126 84 

145 159 

96 
72 

116 
137 

0

50

100

150

200

H23年 H24年 H25年 H26年 

一時住宅利用者数 住宅確保件数 

一時利用住宅利用者数等 一時利用住宅とは・・・ 

 一時的な住居を提供し就労
による貯蓄や資格取得後の 
再就職を支援 
 ・民間賃貸住宅、都営住宅 
 ・通常家賃5万円程度、１ＤＫ 
 ・本人負担 500円/日 
 ・原則、3か月まで 
 ・布団や生活家電付き 

 離職等により経済的に困窮し、住居を失った又はそのおそれがある者に対して、家賃相当分の住居確保給付金を支給
することにより、安定した住居の確保と就労自立を図る。（窓口：区市の自立相談支援機関（町村部は東京都）） 
 
 ・支給対象者は、65歳未満、離職等後2年以内であること など 
 ・支給要件 
  ①基準額（市町村民税均等割の非課税限度額の1/12）＋家賃額（住宅扶助基準内） 
    （例）単身世帯：13.8万円/月以下、2人世帯：20.0万円/月以下 （東京１級地の場合） 
  ②金融資産（預貯金合計額が基準額×6か月以下） ただし、100万円を超えないものとする。 

  ③受給期間中はハローワークでの就職活動 など 
 ・支給期間は、原則３か月（延長あり） 
 

0.5% 

14.9% 

23.4% 

32.5% 

19.2% 

9.5% 

登録者の年代 

１０代 ２０代 ３０代 

４０代 ５０代 ６０代～ 

・平均年齢： 43.1歳 
・男性85％、女性15％ 
・ほぼ単身者 45 

◇世帯別 

 ① 低所得者等 

(資料）東京都福祉保健局 



生活困窮者自立支援法  

（出典）新たな生活困窮者自立支援制度に関する説明会及び生活保護制度の見直しに関する説明会資料／厚生労働省 46 

◇世帯別 

 ① 低所得者等 



◇平成25年の東京都における出生数は109,986人、合計特殊出生率1.13となっている。  現  状  

1.96

1.63

1.44 1.44

1.24

1.10 1.05 1.00
1.09 1.12 1.12

1.06 1.09 1.13

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

0

5

10

15

20

25

S45 50 55 60 H元 5 10 15 20 21 22 23 24 25

（万人）

出生総数 合計特殊出生率

出生数及び合計特殊出生率の年次推移（東京都） 

（資料）東京都人口動態統計年報／東京都福祉保健局 

出生数・合計特殊出生率の推移 

47 

◇世帯別 

 ① 低所得者等 



◇理想の子ども数を持たない理由に「家が狭いから」も含まれる。 
◇特に年齢が若いほど「家が狭いから」を理由に挙げる割合が高い。 

【平均理想子ども数と平均予定子ども数の推移】 

【妻の年齢別にみた、理想の子ども数を持たない理由】 

（人） 

（資料）平成26年度「少子化社会対策白書」／内閣府 

 現  状  

住まいにおける子育て環境の現状 
◇世帯別 

 ② 子育て世帯 

48 



◇民営借家（専用住宅・242.3万戸）のうち、50㎡以上のものは約２割（53.8万戸）と広い住宅が少なく、その 
うち、家賃12万円以上が５割弱を占めている。 

◇１住宅当たり延べ面積70～99㎡では１か月当たりの家賃が約14万円となっている。 

民営借家（専用住宅）の家賃別・面積別住宅数の状況 

 現  状  

住まいにおける子育て環境の現状 

民営借家（専用住宅）の面積別 １か月の家賃 

1.8  

2.0  

1.1  

0.7  

1.7  

0.6  

2.6  

0.9  

3.1  

0.8  

2.7  

0.6  

3.4  

1.3  

3.0  

0.7  

7.8  

2.8  

4.0  

2.9  

1.4  

3.6  

0 5 10 15 20 25 30 35

50～69㎡（32.6万戸） 

70㎡以上（16.9万戸） 

（万世帯） 

5万円未満 ～6万円 ～7万円 ～8万円 
～9万円 ～10万円 ～11万円 ～12万円 
～15万円 ～20万円 20万円以上 

（資料）平成２５年住宅・土地統計調査／総務省 

１住宅当たり延べ面積 １か月当たりの平均家賃（円）

29㎡以下 65,313

30～49㎡ 88,508

50～69㎡ 110,520

70～99㎡ 141,745

100～149㎡ 155,056

150㎡以上 163,507

全民営借家平均 84,244

49 

◇世帯別 

 ② 子育て世帯 



77.4%

37.0%

5.7%

1.5%

13.0%

7.2%

0.9%

42.9%

2.2%

9.2%

0.8%

2.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

父（3,775）

母（2,596）

正規の職員・従業員 会社・団体等の役員

自営業 パート・アルバイト

派遣社員・契約社員・嘱託等 無回答

◇子育て世帯は、「持家（戸建、共同住宅）」の割合が約57.0％と最も高く、「民間賃貸住宅（戸建、共同住宅） 」が26.8％ 
となっている。 

◇両親のいる世帯の共働きの状況をみると「共働きである」割合が53.8％となっている。 
◇従業上の地位をみると、父親は「正規の職員・従業員」の割合が最も高く77.4％、母親は「パート・アルバイト」の割合が 
最も高く42.9％となっている。 

（資料）平成24年度東京都福祉保健基礎調査「東京の子供と家庭」（東京都福祉保健局） 

 現  状  

子育て世帯の住居の状況 

住居の種類 
共働きの状況 

従業上の地位 

53.8% 43.9%

0.7%

0.2%

1.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
共働きである

父のみ働いている

母のみ働いている

両方働いていない

無回答

50 
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 ② 子育て世帯 

持家（戸建） 
38.5% 

持家（分譲マン

ション） 

18.5% 

民間賃貸住宅
（戸建） 

2.4% 

民間賃貸住宅
（共同住宅） 

24.4% 

公営住宅 

3.2% 

ＵＲ・ＪＫＫ 

2.9% 給与住宅 

6.3% 

間借り 

0.7% 

その他 

0.4% 
無回答 

2.5% 



3.1 

1.8 

0.5 

0.5 

0.2 

0.7 

0.8 

7.3 

6.6 

2.6 

2.2 

1.4 

3.0 

3.4 

10.4 

10.3 

7.4 

8.7 

8.0 

9.8 

9.1 

7.4 

11.4 

12.1 

12.1 

21.7 

21.8 

13.0 

2.9 

7.6 

9.6 

4.5 

8.2 

17.4 

9.8 

1.1 

3.8 

4.4 

1.4 

1.7 

9.0 

5.9 

0 10 20 30 40 50 60 70

65歳未満の単身

65歳以上の単身

高齢夫婦

その他の夫婦のみ世帯

夫婦と18歳未満の者から成る世帯

夫婦と18歳以上の者から成る世帯

その他の世帯

（万世帯）

29㎡以下 30～49㎡ 50～69㎡ 70～99㎡ 100～149㎡ 150㎡以上

◇65歳以上の単身及び高齢夫婦の持家世帯の約32.6％が100㎡以上の住宅に住んでいる。 
◇一方、夫婦と18歳未満の者からなる世帯の約23.2％が70㎡未満の住宅に住んでいる。 

 現  状  

持家の世帯類型別床面積の状況 

持家世帯類型別の床面積（平成25年） 

（資料）平成２５年住宅・土地統計調査／総務省 51 

◇世帯別 

 ② 子育て世帯 



◇世帯の年間収入についてみると、300万円未満の割合が13.9％。 
◇世帯類型別にみると、300万円未満は、両親世帯では6.0％、父子世帯では17.5％、母子世帯では63.5％となっ 
ている。 

世帯の年間収入 

1.1

0.2

4.8

6.1

1.9

0.3

12.2

4.4

1.3

7.9

23.6

6.5

4.2

4.8

21.6

9.8

9.8

14.3

9.2

12.1

12.9

7.9

7.6

12.4

13.4

14.3

5.8

19.9

22.3

15.9

5.8

11.9

13.4

17.5

1.5

15.5 

17.8 

8.0 

1.5 

4.5

4.4

4.8

5.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

総数(4,452）

両親世帯(3,782)

父子世帯(63)

母子世帯(607)

収入なし 100万円未満 100万円～200万円未満 200万円～300万円未満

300万円～400万円未満 400万円～500万円未満 500万円～600万円未満 600万円～800万円未満

800万円～1000万円未満 1000万円以上 無回答

（資料）平成24年度東京都福祉保健基礎調査「東京の子供と家庭」（東京都福祉保健局） 52 

◇世帯別 

 ② 子育て世帯 



◇親と18歳未満の子から成る世帯では、「生活必需品を切りつめるほど苦しい」が約６％、「ぜいたくはでき 
ないが、何とかやっていける」が約５割となっている。 

（資料）平成20年住生活総合調査／東京都都市整備局 

 現  状  

住居費負担に対する評価 

5.5%

6.0%

5.2%

6.0%

6.9%

39.0%

50.3%

46.1%

54.6%

50.1%

15.2%

21.8%

28.6%

17.7%

19.4%

20.6%

14.5%

14.8%

13.1%

15.7%

19.8%

7.3%

5.2%

8.7%

8.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(5,963,595)

親と子（長子18歳未満）

親と子（長子5歳以下）
(325,650)

親と子（長子６～11歳）
(340,439)

親と子（長子12～17歳）
(330,039)

生活必需品を切りつめるほど苦しい ぜいたくはできないが、何とかやっていける

ぜいたくを多少がまんしている 家計に余り影響がない

不明

53 
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 ② 子育て世帯 



◇子育て世帯の住み替え意向は約３割程度あり、住み替えの目的は「子どもの誕生や成長などに備えるため」 
「快適・便利な住宅にするため」「安全性の高い住宅にするため」等の情報を理由にあげている。  現  状  

住み替え・改善の意向 

住み替え・改善の意向 

（資料）平成20年住生活総合調査／東京都都市整備局 

11.2% 

20.0% 

8.5% 

5.4% 

5.7% 

11.5% 

2.9% 

2.8% 

6.3% 

2.9% 

7.8% 

8.0% 

72.6% 

59.3% 

76.3% 

81.8% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

親と子（長子18歳未満） 

(996,141) 

親と子（長子5歳以下） 

(325,650) 

親と子（長子６～11歳） 

(340,439) 

親と子（長子12～17歳） 

(330,039) 

家を新築する 家を購入する 

家を借りる 家を建て替える 

リフォームを行う 家を譲り受ける又は同居する 

さしあたり何も考えていない その他・不明 

52.8

5.2

8.0

9.7

37.3

9.1

2.8

37.3

5.2

24.3

75.1

3.8

12.9

3.6

34.1

9.4

0.5

11.9

4.1

16.2

35.2

10.4

5.8

10.3

40.6

11.5

0.9

14.6

1.4

31.7

26.4

1.6

0.0

22.5

40.2

5.1

10.7

6.2

13.0

32.6

0 50 100

子どもの誕生や成長などに備えるため

就職、転職、転勤などに対応するため

親または子供との同居に対応するため

安全性の高い住宅にするため

快適・便利な住宅にするため

ローン、家賃などの住居費負担を軽減す

るため

安全性の高い居住環境にするため

快適・便利な居住環境にするため

資産を形成する（不動産を所有する）ため

その他・不明

親と子（長子18歳未満） 親と子（長子５歳以下）(131,454)

親と子（長子６～11歳）(78,652) 親と子（長子12～17歳）(58,969)

住み替え・改善の目的 
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◇住み替えが実現困難な理由としては、「預貯金や返済能力が不足」、「支払可能な額の範囲で気に入った住宅 
がない」等経済的負担が目立つ。 

 現  状  

住み替えが実現困難な理由 

（資料）平成20年住生活総合調査／東京都都市整備局 

住み替えが実現困難な理由 

34.6%

31.9%

36.1%

38.7%

29.2%

34.0%

27.3%

21.0%

4.7%

4.7%

3.7%

6.2%

5.4%

5.4%

12.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

親と子（長子18歳未満）

(996,141)

親と子（長子5歳以下）

(131,454)

親と子（長子６～11歳）

(78,652)

親と子（長子12～17歳）

(58,969)

預貯金や返済能力が不足

現在の住宅・宅地の売却がうまくいかない

返済能力はあるが、資金融資が受けられない、ま

たはその額が少ない

支払い可能な額の範囲で､気に入った住宅がない

物件に関する適切な情報の不足

住環境や住宅性能に関する情報が得にくい

住宅の改善方法について適当な相談相手に関す

る情報が得にくい

民間賃貸住宅への入居拒否

公的賃貸住宅への入居が困難

特にない

不明
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◇子育てにおいて重要と思う要素としては、「住宅および住宅のまわりの防犯性」、「住宅の広さ・間取り」等 
 となっている。 

 現  状  

子育てにおいて重要な要素 

（資料）平成20年住生活総合調査／東京都都市整備局 
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親と子（長子18歳未満） 
(996,141) 

親と子（長子5歳以下） 
(325,650) 

親と子（長子６～11歳） 
(340,439) 

親と子（長子12～17歳） 
(330,039) 
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◇家庭内における不慮の事故による子どもの死亡者数が交通事故による死亡者数を上回っている。  現  状  

家庭内における不慮の事故 

（資料）平成25年人口動態調査／厚生労働省 

家庭内事故, 

71, (80%) 

その他, 11, 

(12%) 

交通事故, 

7, (8%) 

0歳児 

家庭内事故, 

65, （60%） 

その他, 12, 

（11%） 

交通事故, 32, 

（29%） 

１～４歳児 

その他,1(1.4) 

転倒・転落,1(1.4%) 

火災,0(0%) 

溺水,4(5.7%) 

窒息,65(91.5%) 

 その他,8(12.3%) 

 転倒・転落,4(6.2%) 

 火災,5(7.7%) 

 溺水,25(38.4%) 

 窒息,23(35.4%) 
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   マイホーム借上げ制度（一般社団法人移住・住みかえ支援機構） 

制度の概要 

○50歳以上のシニアを対象にマイ

ホームを借上げ、賃貸住宅として
転貸するシステム 

 

○シニアライフには広すぎたり、住
みかえにより使われなくなった家
を、子育て世帯などに賃貸  

・ 実例あれば・・・  
 

実例 
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高齢者の人口と世帯の推移 

年齢階級別人口及び単身世帯数割合の推移（東京都） 世帯主の年齢階級別単独世帯の推移（東京都） 

（資料）国勢調査／総務省等より作成 （資料）東京都男女年齢（５歳階級）別人口の予測（平成25年3月）／ 
      東京都総務局、国勢調査／総務省等より作成 

◇少子高齢化の一層の進行により、65歳以上の高齢者の人口割合は2010年の20％から2025年には25％に上昇 
し、その後も上昇を続ける見込み。 

◇2025年には、単身世帯数は全世帯の約47％を占め、そのうち65歳以上の単身世帯の割合が28%を超え、その 
後も上昇を続けると推定されている。 

25% 

47% 

17.8% 
10.3% 

◇世帯別 

 ③ 高齢者 
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0

10

20

30

40

50

60

H12 15 18 21 24 25 26

（万人）

要支援 要支援１ 要支援２ 経過的要介護 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

16.9

28.5

36.4
39.4

45.8

49.0 51.3

高齢者の人口と世帯の推移 

要介護度別認定者数の推移 

（資料）介護保険事業状況報告（厚生労働省） 

◇要介護（要支援）認定者数は毎年増加している。 
◇要介護度別の割合に大きな変化は見られない。 
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高齢者の住まいの現状 ◇高齢者の約281万人(95.7%)が在宅であり、約13万人(4.4%)が高齢者向け住宅や施設にいる。 
◇「サービス付き高齢者向け住宅等」は15,886戸あり、高齢者人口に対する割合は約0.5％である。 

（資料）高齢者人口／住民基本台帳による東京都の世帯と人口       

     高齢者の居住安定確保プラン（東京都都市整備局・福祉保健局） 
（備考）高齢者人口については、平成27年1月1日時点 

平成27年3月1日時点 

※１ 高齢者人口に対する割合については、戸数を人数に換算したものである。 

高齢者の住まい・施設の状況 

人・戸
高齢者人口に
対する割合

約281万人 95.7%

特別養護老人ホーム 42,006人 1.43%

有料老人ホーム 41,278人 1.41%

軽費老人ホーム、養護老人ホーム、シルバーピア 17,288人 0.59%

認知症高齢者グループホーム 9,425人 0.32%

サービス付き高齢者向け住宅等 15,886戸 0.54%

サービス付き高齢者向け住宅 (9,623戸)

東京都高齢者向け優良賃貸住宅 (1,124戸)

高齢者向けの優良な賃貸住宅 (5,139戸)

約294万人 100%

住まいの種類

高
齢
者
向
け
住
宅
・
施
設

合計

在宅

※１ 
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子育てに適した住環境の整備 高齢者の住まいの状況  

高齢者の住まいの現状（東京都） 

（資料）平成25年住宅・土地統計調査／総務省 

住宅に居住している世帯数：647万世帯(100%)

65歳以上の世帯員のいる世帯
205万世帯(31.6%)

その他の世帯
442万世帯(68.4%)

単身
76万世帯
(11.7%)

夫婦のみ
52万世帯

(8.0%)

その他
77万世帯
(11.9%)

41万世帯

39万
世帯 61万世帯

155万世帯

207万世帯
21万世帯

6万
世帯

9万世帯
5万世帯

3万
世帯

0.4万世帯 0.2万世帯 0.3万世帯 57万世帯

8万世帯
3万世帯

4万
世帯

4万世帯
13万世帯
11万世帯

持家

公社
ＵＲ

公営
住宅

民営
借家

給与住宅
ほか

単身

223万世帯
(34.5%)

夫婦のみ

56万世帯
(8.7%)

その他

163万世帯
(25.2%)

 借 家 

 持家 

 約３割 

 約７割 

◇65歳以上の世帯員のいる世帯（約205万世帯（31.6％））についてみると、持家は約7割、借家は約3割とな 

っており、その他の世帯約442万世帯（68.4％）に比べ持家の比率が高くなっている。 
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子育てに適した住環境の整備 高齢者世帯の住宅の所有関係 

住宅の所有関係別通勤時間の推移（東京都） 

41.4 

(54.4) 

38.7 

(75.2) 

7.6 

(72.6) 

31.1 

(75.8) 

20.9 

(27.5) 

6.1 

(11.7) 

1.8 

(17.3) 

4.2 

(10.3) 

4.9 

(6.5) 

2.7 

(5.2) 

0.5 

(4.7) 

2.2 

(5.4) 

8.4 

(11.1) 

3.8 

(7.4) 

0.5 

(4.7) 

3.3 

(8.1) 

0.4 

(0.5) 

0.2 

(0.4) 

0.1 

(0.9) 

0.2 

(0.4) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

65歳以上の 

単身世帯総数 

76.1（100） 

65歳以上の 

夫婦世帯総数 

51.5（100） 

いずれか一方のみが 

65歳以上の夫婦 

     10.5（100） 

夫婦とも65歳以上 

     41.0（100） 

高齢者世帯の住宅の所有関係 

持家 民営借家 公社・ＵＲ 公営住宅 給与住宅ほか 

万世帯 
（％） 

うち 

◇65歳以上の夫婦世帯は、75.2％が持家であるのに対し、65歳以上の単身世帯は54.4％が持家であり、単身世 
帯は、夫婦世帯よりも持家の比率が低く、借家の比率が高い。 

（資料）平成２５年住宅・土地統計調査／総務省 
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◇65歳以上の者が家計を主に支える約１８０万世帯のうち、約７割が持家である。 

◇世帯の年間収入が200万円未満の場合、半数以上が借家である。 

 現 状  

（資料）平成２５年住宅・土地統計調査／総務省 

高齢者世帯の住宅の所有関係と世帯の年間収入 

5.0  

15.3  

28.2  

23.4  

15.8  

16.3  

9.6  

7.8  

3.3  

9.5  

7.3  

2.9  

0.9  

0.7  0.2  

0.1  

3.5  

12.3  

8.8  

3.9  

1.9  

1.3  

0.8  

0.6  

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

100万円未満 

100～200万円未満 

200～300万円未満 

300～400万円未満 

400～500万円未満 

500～700万円未満 

700～1000万円未満 

1000万円以上 

（万世帯） 

持家 公的借家 民営借家等 

65歳以上の者が家計を主に支える世帯における住宅の所有関係と世帯の年間収入（東京都） 

世
帯
の
年
間
収
入 持家 約121.5万世帯（67.6％） 

公的借家 約24.8万世帯（13.8％） 
民営借家 約33.1万世帯（18.5％） 

借家  約 57.9万世帯（32.2％） 

総数 約180万世帯 

借家  
58.4％ 
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子育てに適した住環境の整備 高齢者等のための設備がある住宅の割合 

（資料）平成２５年住宅・土地統計調査／総務省 

◇手すりなど高齢者等のための設備がある住宅の割合は、住宅全体の47.0%となっている。 
◇持家は67.6%に高齢者等のための設備あるのに対し、借家は33.5%である。 

47.0 

34.8 

20.2 

17.1 

23.3 

17.2 

21.4 

67.6 

53.6 

33.6 

25.1 

34.5 

23.9 

42.5 

33.5 

21.6 

10.0 

11.7 

15.6 

13.1 

13.6 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

高齢者等のための設備がある 

手すりがある 

またぎやすい 

高さの浴槽 

廊下などが車いすで 

通行可能な幅 

段差のない屋内 

道路から玄関まで 

車いすで通行可能 

道路から玄関まで 

車いすで通行可能 全体 持家 借家 

(%) 
住宅のバリアフリー化の状況（東京都） 
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子育てに適した住環境の整備    高齢者等のための設備がある住宅の割合（65歳以上の世帯員がいる世帯） 

（資料）平成２５年住宅・土地統計調査／総務省 

◇65歳以上の世帯員がいる世帯のうち、手すりなど高齢者等のための設備がある住宅の割合は、住宅全体の 
61.3%となっている。 

◇持家は７割弱に高齢者等のための設備あるのに対し、借家は約５割である。 

61.3 

50.4 

28.3 

21.9 

25.6 

20.3 

29.5 

67.5 

56.1 

33.1 

23.5 

27.9 

19.9 

37.1 

48.2 

37.7 

18.7 

19.6 

21.8 

22.2 

23.5 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

高齢者等のための設備がある 

手すりがある 

またぎやすい 

高さの浴槽 

廊下などが車いすで 

通行可能な幅 

段差のない屋内 

道路から玄関まで 

車いすで通行可能 

道路から玄関まで 

車いすで通行可能 全体 持家 借家 

(%) 65歳以上の世帯員がいる世帯（205万世帯）住宅のバリアフリー化の状況（東京都） 
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子育てに適した住環境の整備 持家に居住する高齢者の状況 

（資料）平成２５年住宅・土地統計調査／総務省 

◇戸建・長屋建の約４割、共同住宅の約15％が旧耐震基準である。 
◇旧耐震基準（持家全体）で平成21年以降に耐震改修工事を実施したのは2.7％である。 

17.9

3.7

20.4

11.9

18.5

11.2

15.9

9.2

14.1

10.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

戸建・長屋建

（92.5万世帯）

共同住宅

（47.0万世帯）

昭和45年以前 昭和46年～55年

昭和56年～平成２年 平成３年～12年

平成13年以降

65歳以上の世帯員がいる世帯の 
建築時期別世帯数（持家） 

2.7

2.4

0.3

72.3

45.0

27.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

持ち家(75.0万世帯)

戸建・長屋(47.4)

共同・その他(27.6)

耐震改修工事をした 耐震改修工事をしていない

昭和55年以前に建築された住宅の平成21年
以降の耐震改修工事の状況（持家） 

◇世帯別 
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持家 
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◇住まいで気になっているところは「特になし」の割合が最も高く30.9％、次いで「玄関・床に段差がある」が 
28.3％、「耐震性に不安がある」が25.3％と続いている。 

住まいで気になっているところ 

25.0

9.5

4.6

10.4

15.9

28.3

14.9

25.3

11.4

3.8
6.8

9.3

3.2

30.9

0

5

10

15

20

25

30

35

住
宅
が
古
く
な
り
傷
ん
で
い
る

住
宅
が
狭
い

住
居
が
広
す
ぎ
て
管
理
が
大
変

台
所
・ト
イ
レ
・浴
室
等
が
使
い
に
く
い

廊
下
・
階
段
・浴
室
等
に
手
す
り
が
な
い

玄
関
・床
に
段
差
が
あ
る

車
椅
子
が
廊
下
等
を
通
過
で
き
な
い

耐
震
性
に
不
安
が
あ
る

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
が
な
い

周
り
に
自
然
が
な
い

病
院
、
ス
ー
パ
ー
等
が
遠
い

駅
・バ
ス
停
か
ら
遠
い
、
ま
た
は
坂
道
が
あ
る

そ
の
他

特
に
な
し

（％）

n=3,375 複数回答 

（資料）在宅高齢者の実態調査 平成26年３月(東京都福祉保健局) 

 

68 

◇世帯別 

 ③ 高齢者 



◇高齢者向けの住まいについて「知っている」の割合は「有料老人ホーム」が最も高く65.6％、次いで「特別養 
護老人ホーム」が57.7％、「サービス付き高齢者向け住宅」が33.7％と続いている。 

◇「知らない」の割合は「東京シニア円滑入居賃貸住宅」が最も高く80.3％、次いで「シルバーピア」が 
70.0％、「都市型軽費老人ホーム」が68.9％と続いている。 

高齢者向け住まいの認知度 

（資料）在宅高齢者の実態調査 平成26年３月(東京都福祉保健局) 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

サービス付き高齢者向け住宅

東京都高齢者向け優良賃貸住宅

シルバーピア

東京シニア円滑入居賃貸住宅

特別養護老人ホーム

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

軽費老人ホーム（ケアハウス）

都市型軽費老人ホーム

有料老人ホーム

認知症高齢者グループホーム

知っている どのような施設か知らないが、言葉は聞いたことがある 知らない
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◇希望する高齢期の住まいについて、「現在の住宅にそのまま住み続けたい」の割合が最も高く58.７％となっ 
ている。 

◇住宅の所有関係別にみると、「高齢者向け住まいに住み替えたい」の割合は、民営借家が42.0％で、他と比べ 
て高い。 

希望する高齢期の住まい 

58.7

49.4

59.3

63.5

29.0

50.9

39.4

26.5

31.8

27.4

23.9

42.0

28.9

39.4

1.8

2.8

1.1

1.3

5.7

2.9

1.0

13.0

16.0

12.3

11.4

23.4

17.3

20.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

総数(3279)

単身世帯(532)

高齢者夫婦のみ世帯(1142)

持ち家(2620)

民営借家(248)

公営住宅(173)

ＵＲ・ＪＫＫ(99)

在宅で暮らしたい 高齢者向け住まいに住み替えたい その他 わからない

【世帯構成】

【住宅の所有関係】

（資料）在宅高齢者の実態調査 平成26年３月(東京都福祉保健局) 
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63.7
59.3

54.4

28.0
35.8

41.7

30.3

20.7

39.6 41.1

1.6

11.2

0

10

20

30

40

50

60

70

緊
急
時
の
連
絡
が
で
き
安
心
し
て
生
活
で
き
る
こ
と

介
護
に
関
す
る
費
用
が
増
え
な
い
こ
と

必
要
な
在
宅
サ
ー
ビ
ス
を
必
要
な
時
に
使
え
る
こ
と

利
用
で
き
る
在
宅
サ
ー
ビ
ス
の
量
が
増
え
る
こ
と

利
用
で
き
る
在
宅
サ
ー
ビ
ス
の
質
が
良
く
な
る
こ
と

在
宅
サ
ー
ビ
ス
の
手
続
き
が
簡
単
に
な
る
こ
と

在
宅
介
護
に
つ
い
て
の
情
報
が
多
く
得
ら
れ
る
こ
と

世
間
体
を
気
に
せ
ず
在
宅
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で
き
る
こ
と

夜
間
・緊
急
時
で
も
在
宅
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で
き
る
こ
と

在
宅
で
医
療
が
受
け
ら
れ
る
こ
と

そ
の
他

特
に
な
い

（％）

◇現在の住まいで生活し続けるために住宅環境で必要なことについて、高齢者向け住まい以外の居住者は 
「特にない」の割合が最も高く56.7％、次いで「自宅を介護に適した仕様に改修すること」が30.9％と続いて 
いる。 

◇現在の住まいで生活し続けるために、その他必要なことは、「緊急時の連絡ができ安心して生活できること」 
の割合が最も高く63.7％となっている。 

現在の住まいで生活し続けるために必要なこと 

30.9

13.7

3.4

56.7

0

10

20

30

40

50

60

自
宅
を
介
護
に
適
し
た
仕
様
に

改
修
す
る
こ
と

介
護
に
適
し
た
住
宅
に
住
み
替

え
る
こ
と

そ
の
他

特
に
な
い

（％）

現在の住まいで生活し続けるために住宅
環境で必要なこと 

現在の住まいで生活し続けるために 
必要なこと 

n=2,969 複数回答 

（資料）在宅高齢者の実態調査 平成26年３月(東京都福祉保健局) 
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◇主な収入源は「公的な年金・恩給」の割合が最も高く78.4％、次いで「仕事による収入」が11.7％と続いてい 
る。 

◇単身高齢者は、「100万円以上200万円未満」の割合が最も高く、35.4％、夫婦の年収は「300万円以上400万 
円未満の割合が最も高く25.4％となっている。 

高齢者の主な収入源と年収 

主な収入源 年収（単身世帯・夫婦世帯） 

78.4

3.5

11.7

4.6

0.1

0.0

1.3

0.4

0 20 40 60 80 100

公的な年金・恩給

私的な年金

仕事による収入

家賃・地代・利子・配当金

仕送り

手当（傷病手当金等）

生活保護

その他

（％）

（資料）在宅高齢者の実態調査 平成26年３月(東京都福祉保健局) 
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以
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0

0

万
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以
上4

0
0
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満 

4
0

0

万
円
以
上5

0
0

万
円
未
満 

5
0

0

万
円
以
上7

0
0

万
円
未
満 

7
0

0

万
円
以
上1

0
0

0

万
円
未
満 

1
0

0
0

万
円
以
上 

単身高齢者(474) 夫婦(1,243) 

（％） 
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◇世帯の家計について、「収入だけで足りる」の割合が61.1％、「収入だけでは足りない」が38.9％となってい 
る。 

◇高齢者向けの住まいに入居する場合の支出可能金額は、「５万円未満」の割合が最も高く31.7％となってい 
る。 

   家計の状況と高齢者向けの住まいに入居する場合の支出可能金額 

31.2

28.4

34.0

28.6

43.3

51.0

20.9

36.2

7.7

6.4

7.1

20.0

7.3

12.5

5.3

8.8

61.1

65.2

58.9

51.4

49.4

36.5

73.8

55.0

0% 50% 100%

総数（3,271）

持ち家（戸建）(2,035)

持ち家（分マン）(564)

民営借家255)

公営住宅(164)

ＵＲ・ＪＫＫ(104)

収入のある仕事をしている(973)

収入のある仕事をしていない(2,173)

収入だけでは足りず、貯蓄を取り崩している

収入だけでは足りず、子供の支援等を受けている

収入だけで足りる

【住宅の所有関係】

【仕事の有無】

家計の状況 

31.7 31.1 20.5 11.1 3.8 1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

総数（3,144)

5万円未満 5～10万円未満 10～15万円未満

15～20万円未満 20～25万円未満 25万円以上

高齢者向けの住まいに入居する場合の
支出可能金額 

（資料）在宅高齢者の実態調査 平成26年３月(東京都福祉保健局) 
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◇民間団体の調査によると、民間賃貸住宅の入居制限を行っている家主は全体の19.6％となっている。 
◇入居制限を行っている家主の40.6％が、単身の高齢者を、34.9％が高齢者のみの世帯を不可としている。 
◇入居制限の理由を見ると、「家賃の支払いに対する不安」、「居室内での死亡事故等に対する不安」の割合が 
高い。 

民間賃貸住宅における入居制限の状況 

（資料）財団法人日本賃貸住宅管理協会調べ「民間賃貸住宅の管理状況調査」（平成22年） 74 

◇世帯別 
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はい

31.4%

いいえ

67.8%

検討中
0.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

40.8%

43.3%

48.3%

63.3%

70.8%

58.3%

67.5%

35.8%

26.7%

21.7%

1.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

賃料の支払い

連帯保証人

緊急連絡先

病気・入院

認知症

火災

孤立死

残存家財の片付け

葬儀・納骨

保険加入の可否

その他

◇少子高齢化社会では高齢者に部屋を貸すことは避けて通れないということについて「そう思う」が81.2％。 
◇「高齢者に部屋を貸す際の心配ごとに対し、保険料等一定の負担はやむを得ないと考えるか」、ということに 
ついて「金額の大小による」を含めて、８割超の家主が一定の負担は避けられないと考えている。 

高齢者の入居に関する賃貸人の意向 

高齢者に部屋を貸しているか 

高齢者に部屋を貸す際の心配ごと 

そう思う
81.2%

思わない
13.7%

その他
5.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

少子高齢化社会では高齢者に部屋を貸
すことは避けて通れない 

高齢者に部屋を貸す際の心配を軽減または心配事に
対応するため、24時間見守りサービス・保険料等一定

の負担は家主としてやむを得ないと考えるか。 

はい
31.0%

金額の大小による

50.4%
いいえ
16.8%

その他
1.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（資料）ＮＰＯ法人地主家主協会 都庁セミナーでのアンケート調査 
          対象：大家105名 非大家15名 

【複数回答】 
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◇民間の保険会社等により、賃貸人や管理会社が契約し、入居者の死亡によって発生する住戸の汚損等の原状 
回復費用や残置物処理費用を補償する商品などが提供されている。 

民間保険会社における保険商品等 

（資料）「高齢者等の居室内での死亡事故等に対する賃貸人の不安解消に関する調査報告書」平成25年３月 株式会社 三菱総合研究所 

会社名 商品名 契約者 被保険者 受取人 補償条件 補償範囲 保険料 保険金額 契約件数 備考 

アイアル少額短期保険㈱ 
無縁社会の
お守り 

賃貸人、 
管理会社 

賃貸人、 
管理会社 

賃貸人、 
管理会社 

自殺、孤独死、
殺人・傷害致死
（居室内） 

遺品整理費用、清掃・消臭費
用、修復費用等の現状回復の
ための費用、実損のみ（お祓
い費用は対象外 
 
隣室も対象、 
事故発生日から６月以内 
 

家賃額に応じて
設定（年間保険
料×戸数） 
家賃５万円未
満：３，２４０円 
家賃５万円以上
１０万円未満：３，
６００円等 

１００万円まで 
Ｈ２３年
度保有 
８，８２９
件 

契約は賃貸人・
管理会社単位
（保有、管理する
全ての賃貸住宅
の加入が原則） 

当該居室と隣室の空室・値引
きによる家賃収入損失 
事故発生日から３月以内に賃
貸貸借契約終了が条件 

家賃12ヶ月分、２００万円
まで 

㈱アソシア 大家の味方 賃貸人 賃貸人 賃貸人 死亡（居室内） 

事故日（事故発生日、死亡の
場合は発見日）からリフォーム
完了までの建物復旧期間中の
家賃収入損失 

家賃及び復旧
期間に応じて設
定 
１棟６室家賃月
額合計４０万円
の場合、年間保
険料４，８８０円 

家賃６ヶ月まで 

累計契約
件数１６０，
０００件突
破（Ｈ２
４．３．３
１） 

契約は１棟単位 

エイ・ワン少額短期保険㈱ 

あんしん住ま
いるオーナー
保険（Ｂプラ
ン・Ｃプラン） 

賃貸人、 
管理会社 

賃貸人、 
管理会社 

賃貸人、 
管理会社 

死亡（居室内） 

[Ｂプラン]入居者の居室内死
亡により①残存家財の片づけ
②葬儀の実施を行ったことに
より負担した費用 

補償範囲（額）
に応じ居室単位
で設定 
例）９，３６０円
／年（保険金３
０万円の場合） 
 

[Ｂプラン] 
１５～７０万円 

  

Ｂプラン：居室単
位 

[Ｃプラン]入居者の居室内死
亡により①残存家財の片づけ、
②居室内修繕を行ったことに
より負担した費用 

[Ｃプラン] 
５０万円 

Ｃプラン：１棟単
位 

e-Neｔ少額短期保険㈱ 
賃貸住宅費
用補償保険
「Re-Roo」 

賃貸人、 
管理会社 

賃貸人、 
管理会社 

賃貸人 
、管理会社 

自殺、孤独死、
犯罪死（居室内） 

空室期間及び値引期間による
家賃損害を最長12ヶ月間補償 
遺品整理、清掃・消臭、修復な
どの原状回復費用を補償（死
亡事故が発生した戸室に隣接
する同一被保険者が所有また
は管理する戸室に生じた損害
についても適用） 

対象とする借用
戸室の月額家
賃段階ごとに１
戸当たり金額を
定め、所有物件
全体の戸数を積
算 

家賃は２００万円まで 
原状回復費用は１回の事
故につき１００万円まで 

  

契約は賃貸人単
位（保有する全
ての賃貸住宅物
件の加入が条
件） 

賃借人の死亡等を事由とする主な保険商品 
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◇家賃債務保証等についての認知度では、管理会社・サブリース会社・仲介従業者で約６割、個人賃貸人は約１ 
割にとどまる。 

◇少額短期保険等についての認知度は、管理会社・サブリース会社・仲介従業者で約５割、個人賃貸人は約１割 
にとどまる。 

  高齢者の居室内死亡事故に対応する保証・保険の認知度 

高齢者の居室内死亡事故に対応する保証
（家賃債務保証等）の認知度 

高齢者の居室内死亡事故に対応する保険
（少額短期保険等）の認知度 

57.3%

62.8%

57.7%

9.6%

11.2%

40.1%

33.7%

42.3%

90.4%

88.8%

2.5%

3.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

管理会社(N=279)

サブリース会社(N=86)

仲介従業者(N=700)

個人賃貸人（相続）(N=500)

個人賃貸人（自己資金）(N=500)

知っている 知らない 無回答

53.4%

51.2%

53.3%

7.2%

9.8%

43.4%

40.7%

46.7%

92.8%

90.2%

3.2%

8.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

管理会社(N=279)

サブリース会社(N=86)

仲介従業者(N=700)

個人賃貸人（相続）(N=500)

個人賃貸人（自己資金）(N=500)

知っている 知らない 無回答

（資料）「高齢者等の居室内での死亡事故等に対する賃貸人の不安解消に関する調査報告書」平成25年３月 株式会社 三菱総合研究所 77 
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12.6%

7.4%

81.7%

0.6%

5.3%

7.0%

89.5%

1.8%

7.8%

17.6%

76.5%

8.3%

16.7%

76.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高齢者の居室内死亡事故に対応す

る少額短期保険を利用している

家賃債務保証で高齢者の居室内死

亡事故にも対応できる商品を利用し

ている

利用していない

無回答

管理会社(N=175)
サブリース会社(N=57)
個人賃貸人（相続）(N=51)

◇保証又は保険の商品を認知している主体であっても、約８割は利用していない。 
◇利用しない理由には、「利用したいが、商品内容がよくわからない」という回答が約２割ある。また、利用し 
ない理由に、料金の高さや、住戸単位で利用できない、限度額が安い、入居者に負担させることが困難などが 
挙げられ、利用に向けた潜在的なニーズも存在する。 

 現  状  

保証及び保険を利用しない理由 

保証及び保険の利用状況 
＜保証又は保険を認知している主体のみ＞ 

5.6%

27.3%

24.5%

21.0%

23.8%

14.0%

7.7%

17.5%

14.7%

5.6%

9.8%

27.5%

31.4%

33.3%

31.4%

21.6%

5.9%

19.6%

13.7%

2.0%

10.3%

28.2%

15.4%

5.1%

17.9%

15.4%

2.6%

23.1%

15.4%

19.6%

30.4%

10.9%

10.9%

15.2%

6.5%

2.2%

15.2%

13.0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

高齢者の入居は断っているため

死亡事故のリスクはない

高齢者の入居時に審査をしているため

死亡事故時に対応に困るリスクが低い

利用したいが、

保証料・保険料が高い

利用したいが、

１戸単位で利用ができない

利用したいが、保証料・保険料を

入居者に負担させることが困難

利用したいが、そもそも賃貸人や

管理会社が負担すべきものではない

利用したいが、限度額が安い

利用したいが、

商品内容がよく分からない

その他

無回答

管理会社(N=143) サブリース会社(N=51)

個人賃貸人（相続）(N=39) 個人賃貸人（自己資金）(N=46)

保証及び保険を利用しない理由 
＜保証又は保険を認知している主体のみ＞ 

（資料）「高齢者等の居室内での死亡事故等に対する賃貸人の不安解消に関する調査報告書」平成25年３月 株式会社 三菱総合研究所 78 
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（出典）厚生労働省ホームページ 

地域包括ケアシステム（高齢者の居住の安定） 

◇その他 
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住宅改修

入居支援 

生活支援

転居支援

見守り

バリアフリー化 

住宅設備改修 浴槽・流し取替、便器洋式化、緊急通報装置等設置等

手すり設置、段差解消等(共用部を含む)

訪問、相談、社会サービス利用手続きの支援、
地域や他の利用者との関係づくり

転居費用（仲介手数料等）の補助

情報提供

保証人
家賃保証会社の紹介、
保証料の補助（滞納、原状回復、残置物処理）等

相談、住宅情報の提供、契約手続支援等

ὤ Ὑ

空室があって困っていたけど、NPO

が生活相談に毎週通ってくれるから

安心して貸せる。

☻ ˺

高齢者アパート紹介コーナー

（毎週月曜日 役所１階で開催）

̸

・○○ハイツ（バリアフリー改修可）

・□□荘

生活支援付すまい確保事業

東京都福祉保健局生活福祉部地域福祉推進課推進係

０３－５３２０－４０４５

○○区宅地建物取引業協会

社会福祉法人○○ホーム

施設の近隣の空き家に入居

した方を見守ることで、社

会福祉法人として地域に貢

献できる。

ʥҲ ͜ᶧ̱

Ḹ ͑

不動産店

民間賃貸住宅オーナー

・賃貸住宅オーナーとの協

力、借上げ

近隣住民・自治会

商店・民生委員

・互助

社会福祉協議会

地域包括支援センター

福祉事務所

・社会サービスのコーディ

ネート

̝ ˲ ̝ ˗

ὃ

見守り

事業例

住宅に困窮し、日常の自立生活に不安のある高齢者等が住み慣れた地域で安心して暮らせる

よう、居住支援協議会等を活用して、すまいの確保と見守り等生活支援を一体的に提供する区

市町村の取組を支援します。

[実施主体]  区市町村（社会福祉法人、民間団体等に委託又は助成して実施することができる）

[都補助額]  区市町村当たり 8,000千円

[事業期間]  平成27～31年度（事業開始は29年度まで）

≪事業内容≫
○空き家・空き室などを活用した低廉な住宅の情報提供及び入居支援

○入居者への安否確認などの生活支援の継続実施

○対象者：一定の支援があれば自立生活が可能な高齢者（60才以上）など

○住宅：昭和56年6月以降に着工した建築物で、消防法等に適合し、床面積が原則16㎡以上

○住宅改修及び設備改修：空き家・空き室の状況に応じて一戸当たり1,000千円まで

事業概要

１階の部屋に引っ越せてよかった。

保証料や仲介手数料が助成されて助

かった。

家主

アパート等

地域支援の拠点

社会福祉法人

ＮＰＯ法人等

生活支援

戸建て
見守り

生活相談等
近隣トラブル対応

地域ごとに互助

（互いの見守り）

区市町村

福祉部局・住宅部局

不動産関係団体・居住支援団体

居住支援協議会等

連携

補助金
（人件費・事業費・住宅改修費・設備改修費等）

住宅困窮者の居住の場

すまいの確保
住宅情報の提供

相談・入居契約支援
住宅改修・設備改修等

・委託又は補助

・物件等に関する情報

・家賃債務保証、残置物処理の仕組み作り

介護等外部

サービス

高齢者等のすまい
空き家・空き室を活用

東京都

子育てに適した住環境の整備 生活支援付すまい確保事業 

◇その他 
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(資料）東京都福祉保健局 



子育てに適した住環境の整備 地域善隣事業 

◇地域善隣事業は、低所得・低資産で、社会的なつながりに乏しい高齢者等が、豊かな関係性の下でできる 
限り地域で生活を継続できるようにする地域の取組みである。 

◇空家の利活用によるすまいの提供や地域住民、ＮＰＯ、社会福祉法人、医療福祉法人、社会福祉協議会など 
による生活支援サービスの提供など地域の多様な事業体や住民等が連帯し、地域の自助・互助のみならず、 
地域経済の 活性化も行う。地域包括ケアシステムの構成要素の一つにもなり得る。 

不動産関係団体 福祉関係団体 

支援対象者 

行政 

〇 「住まい方の支援」が入ることで、安心した住まいを提供 
〇 「住まいを確保」することでサービス提供が可能になり、安定した地域 
  生活を保障 

住まい方の支援 

住まいを確保 

構成員 実施体制 
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(出展）平成26年７月１４日地域善隣事業全国会議資料外より 



子育てに適した住環境の整備 

東京都高齢者保健福祉計画（平成27年３月、東京都福祉保健局）より 

   地域における在宅療養の取組（戸山ハイツ、暮らしの保健室） 
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子育てに適した住環境の整備 

◇身体障害者・知的障害者・精神障害者の手帳の交付は増加傾向となっている。 
◇住まいの状況は、身体障害者・知的障害者では「持家（戸建）」の割合が高くなっている。 
◇精神障害者は「民間賃貸住宅（共同住宅）」が36.0％と高くなっている。 

障害者の住まい等の状況 
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（万人） 

身体障害者・知的障害者・精神障害者手帳交付状

況等 

身体障害者 知的障害者 精神障害者 

（資料）平成25年度福祉統計年報（東京都福祉保健局） 

48.2 

42.9 

27.7 

15.5 

17.1 

10.4 

13.3 

11.4 

13.4 

13.2 

10.8 

36.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

身体障害者 

知的障害者 

精神障害者 

住居の種類（割合） 

持家（一戸建て） 持家（分譲マンション等） 
都・区市町村の公営賃貸住宅 都市機構・公社などの賃貸住宅 
民間賃貸住宅（一戸建て） 民間賃貸住宅（共同住宅） 

間借り 社宅などの給与住宅 
福祉ホーム、ケアホーム、グループホーム等 その他 
無回答 

（資料）平成25年度東京都福祉保健基礎調査（東京都福祉保健局） 

◇世帯別 

 ④ 障害者 
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